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▢日時
▢期間
▢場所
▢内容
▢対象
▢講師
▢費用
▢定員
▢持物
▢申込
▢提出先
▢その他
▢問合せ

日

期

場

内

対

講

費

定

持

申

提

他

問

詳しくは
市ホームページで
検索

無料アプリ
「マチイロ」
広報紙はスマホで

広報あづみの
朗読版
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広告欄　広告内容についての問い合わせは広告主までお願いします。広告掲載の申し込みは、アド・コマーシャル㈱ （℡ 29・0212）まで。

10
月
の
納
期
限
は
10
月
31
日
（
火
）

市
県
民
税
、
国
民
健
康
保
険
税
、
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
、
介
護
保
険
料
、
水
道
料

金（
穂
高・三
郷
地
域
）、下
水
道
使
用
料（
豊

科
・
堀
金
・
明
科
地
域
）

中
学
生
議
会

　
市
内
の
中
学
校
４
校
の
代
表
が
議
員
と
な

り
、
地
域
に
関
わ
る
探
究
的
な
学
び
の
内
容

を
発
表
・
提
言
し
ま
す
。

日
11
月
23
日
（
木
）
午
後
１
時
～
４
時
20
分

場
市
役
所
３
階
議
場　
定
傍
聴
席
60
脚

※
４
階
大
会
議
室
の
ス
ク
リ
ー
ン
で
議
会
の

様
子
を
放
映
い
た
し
ま
す
。

問
学
校
教
育
課

℡
71
・
２
４
６
１

医
療
費
通
知
の
発
送

国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療
の
医

療
費
通
知
（
下
表
の
と
お
り
）
を
発
送
し
ま

す
。
国
民
健
康
保
険
の
医
療
費
通
知
は
、
令

ね
こ
の
ニ
ャ
ン
で
も
相
談

猫
に
関
す
る
お
困
り
ご
と
に
つ
い
て
お
気

軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

日
11
月
17
日
（
金
）
午
後
1
時
30
分
～
3
時

場
市
役
所
2
階
２
０
１
会
議
室

申
不
要　
費
無
料

問
環
境
課

℡
71
・
２
４
９
１

特
定
疾
患
患
者
見
舞
金

11
月
1
日
（
基
準
日
）
現
在
、
市
内
に
引

和
４
年
11
月
診
療
分
か
ら
年
１
回
の
発
送
と

な
り
ま
し
た
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
確
定
申
告
に
使
用
で
き
ま
す

医
療
費
通
知
に
は
10
月
ま
で
の
診
療
分
が

記
載
さ
れ
ま
す
。11
月
以
降
の
診
療
分
は
、

医
療
機
関
等
が
発
行
す
る
領
収
書
を
用
意

し
、
確
定
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■
後
期
高
齢
者
医
療
で
亡
く
な
っ
た
人

12
月
上
旬
ま
で
に
亡
く
な
っ
た
人
の
医
療

費
通
知
は
送
付
さ
れ
ま
せ
ん
。
必
要
な
場

合
は
、
長
野
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
（
℡
０
２
６・２
２
９・５
３
２
０
）
へ

直
接
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
国
保
年
金
課

℡
71
・
２
４
７
３

き
続
き
６
カ
月
以
上
住
所
を
有
す
る
人
で
、

次
の
特
定
疾
患
患
者
へ
見
舞
金
１
万
２
千
円

を
支
払
い
ま
す
。

対
▽
特
定
疾
患
医
療
受
給
者
証

▽
ウ
イ
ル
ス
肝
炎
医
療
費
受
給
者
証

▽
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
受
給
者
証

▽
特
定
医
療
費
受
給
者
証

▽
長
野
県
特
定
疾
病
医
療
費
受
給
者
証

持
受
給
者
証
、
振
り
込
み
先
の
通
帳

申
11
月
2
日（
木
）か
ら
2
月
29
日（
木
）に
障

が
い
者
支
援
課
ま
た
は
支
所
へ
直
接

※
本
人
ま
た
は
看
護
者
が
お
越
し
く
だ
さ
い
。

問
障
が
い
者
支
援
課

℡
71
・
２
２
５
１

公
用
車
の
売
却

使
用
し
な
く
な
っ
た
公
用
車
を
一
般
競
争

入
札
（
※
）
に
よ
り
売
却
し
ま
す
。
申
込
方

法
な
ど
詳
細
は
市
Ｈホ

ー
ム
ペ
ー
ジＰ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

申
10
月
27
日
（
金
）
ま
で
に
入
札
参
加
申
込

書
等
を
財
産
管
理
課
へ
提
出
。
申
込
書
等

は
同
課
・
市
Ｈホ

ー
ム
ペ
ー
ジＰ

か
ら
入
手
で
き
ま
す
。

問
財
産
管
理
課

℡
71
・
２
０
０
３

過
年
度
分

障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
の
発
行

障
害
者
手
帳
等
を
持
っ
て
い
な
い
が
要
介

護
認
定
を
受
け
て
い
る
人
は
、
一
定
の
要
件

を
満
た
し
て
い
れ
ば
障
害
者
控
除
対
象
者
認

定
書
に
よ
り
、
税
の
障
害
者
控
除
を
受
け
ら

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
最
長
で
５
年
ま
で

遡
っ
て
発
行
で
き
ま
す
。
必
要
な
人
は
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

対
65
歳
以
上
の
要
介
護
認
定
者
で
身
体
障
害

者
等
に
準
ず
る
人

申
申
請
書
を
高
齢
者
介
護
課
ま
た
は
支
所
へ

直
接
。
認
定
書
は
後
日
送
付
し
ま
す
。

問
高
齢
者
介
護
課

℡
71
・
２
２
５
４

薪
能
に
宝
く
じ
の
助
成
金
を
活
用

市
は
本
年
、
一
般
財
団
法
人
自
治
総
合
セ

ン
タ
ー
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事
業
を
活
用

し
、
第
32
回
信
州
安
曇
野
薪
能
を
開
催
し
ま

し
た
。
こ
の
助
成
事
業
は
、
宝
く
じ
の
受
託

事
業
収
入
を
財
源
と
し
、
宝
く
じ
の
社
会
貢

献
広
報
事
業
の
一
環
と
し

て
、
市
町
村
の
明
る
く
住

み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
の
推

進
に
役
立
っ
て
い
ま
す
。

問
文
化
課

℡
71
・
２
４
６
３

地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
実
施
支
援
補
助
金

子
育
て
支
援
の
拠
点
施
設
の
運
営
費
を
補

助
し
ま
す
。

対
象
経
費　

対
象
事
業
を
実
施
す
る
た
め
に
要
す
る
本

年
度
分
の
経
費（
食
糧
費
等
除
く
）

補
助
金
額

　
最
大
50
万
円

対
▽
社
会
福
祉
法
人
、▽
特
定
非
営
利
活
動

法
人
、▽
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
と
し
て

市
長
が
認
め
る
団
体
等

申
11
月
10
日（
金
）ま
で
に
子
ど
も
家
庭
支
援

課
へ
郵
送
も
し
く
は
直
接
。申
請
書
類
は

市
Ｈホ

ー
ム
ペ
ー
ジＰ

か
ら
入
手
で
き
ま
す
。

問
子
ど
も
家
庭
支
援
課

℡
71
・
２
０
７
７

お
知
ら
せ

補
助
金
・
給
付
金

長野県人権啓発センターと長野美術専門学校が連
携して制作した人権ポスターを展示します。
問生涯学習課　℡71-2466

お詫びと訂正
360号（9月20日発行）31頁、岡利謙さんの住所

【誤】穂高
【正】豊科
お詫びして訂正いたします。

人権デザインプロジェクトポスター展

医療費の
診断月

国民健康
保険

後期高齢者
医療

令和４年
11 月～ 12 月分 令和６年

２月上旬
令和６年
１月下旬令和５年

１月～ 10 月分

令和５年
11 月～ 12 月分 令和７年

２月上旬
令和７年
１月下旬令和６年

１月～ 10 月分

番号 車名 年式 形状

1 ニッサン　アトラス H14 消防車

2 ニッサン　アトラス H14 消防車

3 トヨタ　ハイエース H10 バン

4 いすゞ　フォワード H14 道路作業車

期間 時間 場所

1 11月11日（土）～17日（金）9：00～21：30
※最終日は12：00まで

穂高交流学習センター
「みらい」

2 11月19日（日）～30日（木） 9：00～18：00
※最終日は12：00まで 市役所1階東ロビー

3 12月２日（土） 9：00～15：00 豊科公民館ロビー

4 12月４日（月）～15日（金）9：00～21：00
※最終日は12：00まで 三郷公民館ホール

●通知の発送予定

●公売予定車両

※一般競争入札とは、 入札参加者が価格を

競い合い、 市があらかじめ定めた最低売却

価格以上で、 最も高い価格を付けた人が購

入する方法です。

空き家現地相談会

人権デザインプロジェクトポスター展

所有する空き家の状態を現地確認し、専門家が利活
用や解体などのアドバイスを行います。
日11月22日（水）9：00～16：45
※午前・午後２件ずつ（1 件90 分）
対市内にある空き家所有者、空き家相続人（利活用

にむけ他の相続人から同意を得られる人）
講建築士、宅地建物取引士
費無料　定４件（先着順）
申10月25日（水）8：30～11月10（金）17：00 に移住

定住推進課へ電話または申込書をファクス・電
子メールのいずれかの方法で提出。申込書は市
H
ホームページ

P から入手できます。
問移住定住推進課　℡71-2011
akiya@city.azumino.nagano.jp

●展示期間・場所


